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第１章 総則 

 

１ 業務の目的 

大崎地域広域行政事務組合（以下「発注者」という。）が，令和９年度に実施を予定してい

る「大崎広域松山斎場解体撤去工事」の発注業務に係る解体工事設計図書及び工事費内訳書

等の作成を目的とする。 

 

２ 委託業務名及び業務場所 

委託業務名：斎場解体実施設計業務（大崎広域松山斎場） 

業 務 場 所：宮城県大崎市松山千石字弁慶坂２６番地 

 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から 令和 ８年 ９月３０日まで 

 

４ 支払方法について 

業務完了後一括払い・・・・・業務完了後に請求するものとし，発注者は，請求書受理後 

 ３０日以内に支払うものとする。 

 

５ 業務範囲 

  本業務の範囲は以下に示すとおりとする。 

 （１）解体工事設計図書の作成 

 （２）解体工事数量調書及び工事費内訳書の作成 

 （３）概略工事工程表の作成 

 （４）有害物質の事前調査 

 

６ 手続き上必要な書類 

  受注者は，業務の着手及び完了に当たって，次の必要書類を提出しなければならない。 

 （１）管理技術者等通知 

 （２）着手届及び業務工程表 

 （３）給付完了通知書 

 （４）業務完了報告書 

 （５）請求書 

 （６）その他組合が指示する書類 

 

７ 仕様書の適用 

  本業務は，本仕様書従って行わなければならない。特別な仕様については，発注者と協議

して定めるものとする。但し，本仕様書に明記されていない事項であっても，業務の遂行に

必要な事項は本業務に含むものとする。 



2 

 

８ 関係法令等の遵守 

  受注者は，業務の実施に当たり関係法令等を遵守しなければならない。 

 

９ 中立性の保守 

  受注者は，常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければならない。 

 

10 業務計画書の作成 

  受注者は，契約締結後，速やかに業務計画書を提出し，発注者の承諾を受けなければなら

ない。業務計画書には，以下に示す事項を記載するものとする。 

 （１）業務内容 

 （２）実施体制図 

 （３）業務実施担当者一覧 

 （４）その他指示する事項 

 

11 打合せ議事録 

  受注者は，打合せ及び協議の都度，その内容を記録した打合せ議事録を発注者に提出し，

承認を受けなければならない。 

 

12 資料の貸与と返却 

  発注者は，本業務の遂行上必要な資料を有している場合には受注者に貸与する。受注者は，

貸与を受けた場合には貸与を受けた資料のリストを提出するとともに，発注者が指定する期

日までに資料を返却しなければならない。 

 

13 検査 

  受注者は，業務完了後，所定の手続きを経て検査を受けるものとし，発注者の検査合格を

もって引渡しとする。 

 

14 疑義の解釈 

  本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には，発注者と受注者の協議によるものとする。

但し，業務遂行上必要と認められる軽微な事項については，受注者の費用及び責任において

実施するものとする。 

 

15 その他注意事項 

 （１）本業務の遂行に当たっては，必要に応じて関係機関と十分協議の上で進めること。 

（２）本業務に係る成果品の著作権は，発注者に無償で譲渡すること。 

（３）受注者は，成果品の納入後であってもその不備が発見された時は，速やかに受注者の

費用を持って訂正すること。 

 （４）受注者は，関係する官公庁との協議を必要とする場合には，発注者に承諾を得たうえ
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で迅速に対応すること。 

 （５）受注者が関係する官公庁等から交渉を受けた時には，遅滞なくその旨を発注者に申し

出て協議すること。 

 （６）受注者は，本業務の遂行により知り得た秘密事項を第３者に漏らしてはならない。 

本業務が終了した後，発注者からの問い合わせについては，誠実に対応すること。 

（７）受注者は，本業務の引渡しが終了した場合であっても，発注者から本業務について説 

明を求められたときは，誠意をもって応じなければならない。 

 

16 立入りの制限 

  受注者は，調査に際して現場や他人の所有する土地に立ち入る場合，発注者の許可を得な

ければならない。 

 

17 成果品 

  成果品については，発注者の検査を受け合格しなければならない。合格した全部の成果品

を引き渡した時点を本業務の完了とする。なお，本業務の成果品とその提出部数は次のとお

りとする。 

 

成  果  物  等 

 

基 本 形 態 等 

 

提出部数 

 

摘     要 

ａ．設計図 

・各工事設計図 

 

・各工事設計図縮小図 

 

 

Ａ2 判 2 つ折り製本 

コピー（白） 

Ａ3 縮小判 2 つ折り製本 

コピー（白） 

 

1 部 

 

5 部 

 

ﾃﾞｰﾀ添付（ﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄ

は JWW を標準とし，そ

の他は協議の上決定す

る） 

ｂ．積算関係図書 

・各工事積算数量算出書 

・各工事参考見積書，見積比較表 

・工事費積算書 

 

Ａ4 判ファイル 

Ａ4 判ファイル 

Ａ4 判ファイル 

     

2 部 

2 部 

2 部 

 

ﾃﾞｰﾀ添付（ﾌｫｰﾏｯﾄは

Excel を標準とし,その

他は協議の上決定する） 

ｃ．資料 

・打合せ議事録 

・諸官庁打合せ報告書 

・各種技術資料（概略工事工程表を含

む） 

・有害物質，建設廃材調査書 

・そのた組合が指示するもの 

 

Ａ4 判ファイル 

Ａ4 判ファイル 

Ａ4 判ファイル 

 

Ａ4 判ファイル 

Ａ4 判ファイル 

     

1 部 

1 部 

1 部 

 

1 枚 

1 枚 

 

随時 

随時 

随時 

 

随時 

随時 

 

18 暴力団等の排除について 

（１）この契約の履行期間中に大崎地域広域行政事務組合が発注する建設工事等からの暴力

団等排除措置要綱（平成２４年１０月１日施行。以下「排除要綱」という。）の措置要

件に該当すると認められたときは，契約を解除することがある。 
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（２）組合から指名停止の措置及び資格制限の措置を受けている者にこの契約の全部又は一

部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受

託をさせた者が，排除要綱の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等

の解除を求めることがある。 

（３）この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）か

ら不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力

を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせ

た者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察に通報を行う

とともに捜査上必要な協力を行い，直接元請負人に報告する措置を行うよう指導するこ

と。なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，警察への通報，捜査協力及び発注

者への報告が適切に行われた場合で，これにより，履行遅滞等が発生するおそれがある

と認められるときは，必要に応じて，工程の調整，工期の延長等の措置を講じる。 

 

第２章 管理技術者等担当職員 

 

１ 管理技術者等担当職員の資格要件 

  管理技術者等担当職員の資格要件は次のとおりとする。 

 （１）管理技術者 

   ・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士として意匠設計または工事監理

の実務経験を 8 年以上有する者で，受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とす

る。 

（２）担当技術者 

   ・担当技術者は，設計・積算等に技術能力及び経験を有する者とする。 

   ・担当技術者の中から，責任者として，担当主任技術者を 1名配置する。なお，管理技術

者は担当主任技術者を兼ねることができる。 

   ・担当主任技術者は，公共建築工事の設計及び積算の経験を有する一級建士または二級建

築士であること。 

 

第３章 業務内容 

 

１ 設計図書及び工事費内訳等の作成 

  令和９年度に予定している大崎広域松山斎場の解体撤去工事に係る設計図書及び工事費内

訳書を作成する。なお，設計に際しては，有害物質の調査結果を反映し関係法令等に沿った

設計とすること。 

 （１）施設概要 

   ・施 設 名：大崎広域松山斎場 

   ・所 在 地：宮城県大崎市松山千石字弁慶坂２６番地 

   ・敷地面積：７９４．７９㎡ 
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   ・解体建物：①火 葬 場 ＲＣ造平家建て 延べ面積９９．４０㎡ 昭和５７年竣工 

（火葬炉２基） 

         ②待合室１ 木造平家建て 延べ面積５０．８０㎡ 昭和５４年竣工 

         ③待合室２ 木造平家建て 延べ面積７２．０５㎡ 昭和５８年竣工 

   ・付帯施設（解体撤去）：地下オイルタンク・地上置きオイルサービスタンク・霊灰庫 

・簡易倉庫・屋外ポール灯・駐車場舗装等外構構造物 

 

（２）設計図書 

  ・解体工事範囲及び仮設工事等，解体工事に必要とする図面等を作成する。 

既設図面の利用を可とするが，不明瞭なもの及び存在しないものについては作成する

こと。なお，解体範囲は施設概要によるが，着手前に発注者担当職員と協議のうえ決

定する。 

（３）工事費内訳書 

  ・工事費の積算に関しては，公共建築工事積算基準及び公共建築数量積算基準を基本と

するが，それらにより難い場合は発注者担当職員と協議の上見積徴取により作成する

ことができる。 

（４）概略工事工程表 

  ・平成 9 年度の発注を想定しバーチャートにて工事工程表を作成する。 

 

２ 有害物質の事前調査 

  有害物質（ダイオキシン類，アスベスト含有調査および重金属類等）の含有調査を実施す

ること。なお，検体数については，以下のとおりとすること。 

  （１）大崎広域松山斎場 

   ① ダイオキシン類： ６検体 

   ② ア ス ベ ス ト： ９検体 

   ③ 重 金 属 類： ４検体 
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